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タイトル 県内２例目！遠隔相談窓口サービスを開始！

総務部防災課DX推進班 小谷　深堀　小関

0957-73-6622 dx@city.minamishimabara.lg.jp

12月から各支所に遠隔相談窓口システムを設置し、テレビ会議形式
で本庁職員が直接相談などに対応できるようになります。本事業は、五
島市に続き県内２例目の実施となります。
システム利用開始に合わせて、松本市長が実際に窓口にてシステム
を利用します。

記

■日時 12月１日（月）午前11時～
■場所 市役所西有家庁舎 １階西有家支所

■遠隔相談窓口のメリット
・市役所本庁までの移動負担の軽減
・書類を見せながら相談が可能
・書類を提出する前に記載内容の確認が可能
・将来的な行政サービスの提供維持
※システムの詳細は、別添チラシをご覧ください。

本事業は、国の支援措置である「新しい地方経済・生活環境創生交
付金（デジタル実装型TYPE1）を活用して実施しています。




